
東海村地域公共交通会議設置要綱新旧対照表 

現 行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 交通会議は，次に掲げる事項について協議する。 

（１）～（４） （略） 

（５） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃，料金等に関す

ること。 

（６） （略） 

第２条 交通会議は，次に掲げる事項について協議する。 

（１）～（４） （略） 

（５） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関すること。 

 

（６） （略） 

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略） 

  （分科会） 

 第７条 交通会議は，運賃，料金に関する事項を協議するため分科会を置くことが

できる。 

 ２ 分科会の組織，運営その他必要な事項は，会長が交通会議に諮って別に定める。 

第７条 （略） 第８条 （略） 

第８条 （略） 第９条 （略） 

第９条 （略） 第１０条 （略） 

  

 

資料５ 


